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平成２８年度 生活交通確保維持改善計画 

【地域内フィーダー系統確保維持事業】 

 

平成 27 年  月  日 

 

（名称）田原本町地域公共交通活性化協議会 

（代表者名）会長 石本 孝男  

 

０．生活交通確保維持改善計画の名称 

田原本町地域内フィーダー系統確保維持計画 

（あいのりタクシー運行事業） 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

田原本町では郊外の多くの地域が公共交通不便地域にあたり、これらの地域における日常の交

通手段は自家用自動車が中心となっている。多くの高齢者は日々の生活において徒歩や自転車、

家族による送迎に頼らざるを得ない状況にあり、買い物や通院、お出かけの際の交通アクセスに

不便を来している。また、まちの構造も自動車に対応したものとなり，商業施設や医療機関等は

町の中心部や自動車が利用しやすい郊外の国道や県道沿いに立地されるようになり、結果とし

て、昔ながらの商店が立ち並ぶ近鉄橿原線田原本駅周辺の市街地では来訪者が減少し、さらに地

区住民の高齢化も相まって活力が低下している。 

このような背景から、公共交通不便地域から駅周辺地域や町の中心地へのアクセス利便性向上

と高齢者等、いわゆる交通弱者に対する移動手段の確保を図る必要がある。「高齢者等の買い物・

通院といった日常生活の外出支援（移動手段の確保）」「公共交通と連携した、まちづくりによ

る地域活性化」の方針に基づき、デマンド型のあいのりタクシー「ももたろう号」事業を実施し

ており、これまでに一定の利用者数と町民の理解が得られている。 

そこで、田原本町では、あいのりタクシーの必要性が今後もより一層高まることから、地域公

共交通確保維持改善事業として取り組んでいく考えである。 

 

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

あいのりタクシー「ももたろう号」の利用者数 ２０.０人/日以上を目指す。 

※平成２６年度実績  利用者数 １９．２人/日 

 

（２）事業の効果 

利用者数を２０人/日以上を目指すことで、公共交通不便地域と近鉄橿原線や町の中心部とを

結ぶ移動手段が維持確保され、高齢者をはじめとする町民の日常生活に必要な移動手段が確保さ

れる。さらに、町の中心部への来訪者数が増加することによって地域の活性化が図られる。 

 

資 料 ６
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３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者

「表１」を参照 

 

■あいのりタクシーももたろう号の事業概要 

①運行エリア 

田原本町内全域 

②乗降場所（別紙１参照） 

停留所：各自治会に設置 （自治会の大きさに応じて複数ヵ所設置） 

目的地：商業施設，医療施設，公共施設，町内の鉄道駅等 

③運行日 

月曜日から金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始は運休） 

④運行時間帯及び回数 

午前９時から１０時台まで    １時間に２便 

午前１１時から午後５時台まで  １時間に１便 

毎時００分 田原本駅前広場出発（※全時間帯、予約がなければ運行しない） 

⑤料金 

種別 料金（１回乗車） 備考 

大人 ３００円  

小学生 １５０円  

小学生未満 無料 保護者同伴 

⑥運送予定者 

西村タクシー有限会社 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

「表２」を参照 

 

５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

西村タクシー有限会社 

 

６．補助金の交付を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定方法 

（活性化法法定協議会を補助対象事業者としないため記載なし） 

 

７．別表１及び別表３の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が

３回以上で足りると認めた系統の概要（表３） 

（地域内フィーダー系統維持確保のため記載なし） 

 

８．別表１及び別表３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧（表４） 
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（地域内フィーダー系統維持確保のため記載なし） 

 

９．地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要（表５） 

「表５」を参照 

 

１０．車両の取得に係る目的・必要性（自由記述） 

（車両の確保を行わないため記載なし） 

 

１１．車両の取得に係る定量的な目標・効果（自由記述） 

（車両の確保を行わないため記載なし） 

 

１２．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担者及び

その負担額（表６及び表７又は表８及び表９） 

（車両の確保を行わないため記載なし） 

 

１３．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の

改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策） 

（老朽化更新の代替等を行わないため記載なし） 

 

１４．協議会の開催状況と主な議論（自由記述） 

平成２７年６月１９日（金）開催 第１２回田原本町地域公共交通活性化協議会 

・平成 26 年度 事業・会計報告及び監査報告について 

・平成 27 年度 事業計画（案）・予算（案）について 

・平成 28 年度 地域公共交通確保維持改善計画（案）について 

 

１５．利用者等の意見の反映状況（自由記述） 

田原本町地域公共交通活性化協議会において構成員である地元代表者（田原本町自治連合会、田

原本町老人クラブ連合会、田原本町地域婦人団体連絡協議会）の意見を反映。 
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１６．協議会メンバーの構成 

平成２７年度 田原本町地域公共交通活性化協議会の構成員 

 

氏  名 所        属 肩  書  

石本 孝男 田原本町 副町長 
法
第
６
条
第
２
項

第
１
号
の
委
員 

持田 尚顕 田原本町総務部 部長 

北口 尚吾 田原本町総務部 参事 

寺田 元昭 田原本町住民福祉部 部長 

森 博康 田原本町産業建設部 部長 

福嶌  博 近畿日本鉄道（株）鉄道本部企画統括部 営業企画部長 

法
第
６
条
第
２
項 

第
２
号
の
委
員 

石川 正也 奈良交通（株）自動車事業本部乗合事業部 部長 

吾妻 孝義 奈良県タクシー協会 専務理事 

葛本 真 奈良県タクシー協会磯城郡支部 代表 

西本 光良 公益社団法人奈良県バス協会 専務理事 

大西 秀樹 奈良県交通運輸産業労働組合協議会 事務局長 

濵川 文一 田原本町自治連合会 会長 

法
第
６
条
第
２
項 

第
３
号
の
委
員 

山田 至完 田原本町商工会 会長 

鈴木 幸兵 田原本町観光協会 会長 

松田 和弘 田原本町老人クラブ連合会 会長 

北浦 佐多子 田原本町地域婦人団体連絡協議会 会長 

中西 秀和 田原本駅西地区まちづくり協議会 理事長 

奥谷 泰造 国保中央病院 事務部長 

森本 武彦 国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局 支局長 

村上 強志 奈良県県土マネジメント部地域交通課 課長 

入口 和明 奈良県県土マネジメント部中和土木事務所 所長 

桝井 宏之 田原本町の区域を管轄する警察署の代表 署長 
 

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 28年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

奈良県
田原本町

西村タクシー
有限会社

(1) 田原本町内 1,930 1,930 デマンド型 ②（２）

地域間交通ネット
ワークの近鉄橿原
線と接続（田原本
駅、笠縫駅を目的
地として運行）

③

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,930

1,930
国庫補助
上限額
（千円）

4,516

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）都道府県

（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 29年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

奈良県
田原本町

西村タクシー
有限会社

(1) 田原本町内 1,930 1,930 デマンド型 ②（２）

地域間交通ネット
ワークの近鉄橿原
線と接続（田原本
駅、笠縫駅を目的
地として運行）

③

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,930

1,930
国庫補助
上限額
（千円）

4,516

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 30年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

奈良県
田原本町

西村タクシー
有限会社

(1) 田原本町内 1,930 1,930 デマンド型 ②（２）

地域間交通ネット
ワークの近鉄橿原
線と接続（田原本
駅、笠縫駅を目的
地として運行）

③

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,930

1,930
国庫補助
上限額
（千円）

4,516

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 田原本町内
近鉄田
原本駅

田原本町
近鉄
田原
本駅
243 日 2,086 回 時間 2086 時間

2 日 回 時間 0 時間

3 日 回 時間 0 時間

4 日 回 時間 0 時間

１系統 時間 2086 時間

1 5,198,061 円 円 円

2 0 円 円 円

3 0 円 円 円

4 0 円 円 円

5,198,061 円 円 円

事業者名 西村タクシー有限会社 28年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,304 千円 営業外収益 0 経常収益（イ） 1,304

営業費用 5,066 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ） 5,066

▲ 3,762

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数
（ハ）

2

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

1,016.5

経常収支率 25.74

営業損益 ▲ 3,762 千円 営業外損益 経常損益

補助ブロック名
補助対象事業者の
時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

南近畿 2,491円88銭 2721円.96銭 2,491円.88銭 641円.41銭

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り
入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ
ス提供時間

100%

時間 時間

南近畿

1 時間 0 時間 0

時間 時間

時間 時間

時間 0

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常
収益を控除した

額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町
村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

合計 1 時間 0

補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額
（ナ又はラのうち
いずれか少ない
ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ ラ ム

南近畿

1,337,982 円 3,860,079 3,860,079 3,860 千円 1,930.0 千円

0 円 0

0 円 0

0 円 0

合計 1,337,982 円 3,860,079 3,860,079 3,860 千円 1,930 千円 4516千円 1,930 千円



1 3,860,079 円

2 0 円

3 0 円

4 0 円

3,860,079 円 1,930,079 円 円 ％ 1,930,079 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控
除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

合計

負担割合 負担額 負担割合

南近畿

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 田原本町内
近鉄田
原本駅

田原本町
近鉄
田原
本駅
244 日 2,086 回 時間 2086 時間

2 日 回 時間 0 時間

3 日 回 時間 0 時間

4 日 回 時間 0 時間

１系統 時間 2086 時間

1 5,198,061 円 円 円

2 0 円 円 円

3 0 円 円 円

4 0 円 円 円

5,198,061 円 円 円

事業者名 西村タクシー有限会社 29年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,304 千円 営業外収益 0 経常収益（イ） 1,304

営業費用 5,066 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ） 5,066

▲ 3,762

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数
（ハ）

2

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

1,016.5

経常収支率 25.74

営業損益 ▲ 3,762 千円 営業外損益 経常損益

補助ブロック名
補助対象事業者の
時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

南近畿 2,491円88銭 2721円.96銭 2,491円.88銭 641円.41銭

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り
入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ
ス提供時間

100%

時間 時間

南近畿

1 時間 0 時間 0

時間 時間

時間 時間

時間 0

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常
収益を控除した

額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町
村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

合計 1 時間 0

補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額
（ナ又はラのうち
いずれか少ない
ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ ラ ム

南近畿

1,337,982 円 3,860,079 3,860,079 3,860 千円 1,930.0 千円

0 円 0

0 円 0

0 円 0

合計 1,337,982 円 3,860,079 3,860,079 3,860 千円 1,930 千円 4516千円 1,930 千円



1 3,860,079 円

2 0 円

3 0 円

4 0 円

3,860,079 円 1,930,079 円 円 ％ 1,930,079 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控
除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

合計

負担割合 負担額 負担割合

南近畿

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 田原本町内
近鉄田
原本駅

田原本町
近鉄
田原
本駅
244 日 2,086 回 時間 2086 時間

2 日 回 時間 0 時間

3 日 回 時間 0 時間

4 日 回 時間 0 時間

１系統 時間 2086 時間

1 5,198,061 円 円 円

2 0 円 円 円

3 0 円 円 円

4 0 円 円 円

5,198,061 円 円 円

事業者名 西村タクシー有限会社 30年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,304 千円 営業外収益 0 経常収益（イ） 1,304

営業費用 5,066 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ） 5,066

▲ 3,762

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数
（ハ）

2

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

1,016.5

経常収支率 25.74

営業損益 ▲ 3,762 千円 営業外損益 経常損益

補助ブロック名
補助対象事業者の
時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

南近畿 2,491円88銭 2721円.96銭 2,491円.88銭 641円.41銭

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り
入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ
ス提供時間

100%

時間 時間

南近畿

1 時間 0 時間 0

時間 時間

時間 時間

時間 0

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常
収益を控除した

額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町
村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

合計 1 時間 0

補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額
（ナ又はラのうち
いずれか少ない
ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ ラ ム

南近畿

1,337,982 円 3,860,079 3,860,079 3,860 千円 1,930.0 千円

0 円 0

0 円 0

0 円 0

合計 1,337,982 円 3,860,079 3,860,079 3,860 千円 1,930 千円 4516千円 1,930 千円



1 3,860,079 円

2 0 円

3 0 円

4 0 円

3,860,079 円 1,930,079 円 円 ％ 1,930,079 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控
除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

合計

負担割合 負担額 負担割合

南近畿

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

局長指定

局長指定

局長指定

152

198

137

146

168

101

局長指定

局長指定

局長指定

局長指定

為川南方

為川北方

局長指定

局長指定

局長指定

687

418

262

1171

332

88

局長指定

局長指定

局長指定

局長指定

局長指定

局長指定

西井上

笠形

蔵堂 局長指定

7,584

局長指定

局長指定

局長指定

272 満田 局長指定

198 平野

314

味間

佐味

大網

局長指定

79 金剛寺 局長指定

710

361

市町村名 田原本町

人　口

人口集中地区以外 13,677（H22国勢調査）

交通不便地域

117

171

97

笠形第一

新阪手

阿部田

八田

47

214

351

7,584

人　口 対象地区

局長指定

183

284

鍵

小阪

大安寺

西大安寺

根拠法

326

東井上

平田

大木

西大木

唐古

伊与戸

金澤

法貴寺

局長指定

局長指定

局長指定



　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳
を基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

算定式

（対象人口）7,584人×２００円＋３００万円

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

国庫補助上限額

4,516,000

対　象　人　口

7,584
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図 駅・バス停 1km 勢圏と交通不便地域 

添付資料 
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※人口集中地区：平成 22 年国勢調査結果 

図 駅・バス停 1km 勢圏と人口集中地区 
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別紙１ 

：各自治会に設置 

目的地 ：商業施設、医療施設、公共施設、町内の鉄道駅等


